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１ フクシマガリレイ株式会社に対する勧告（下請法） 
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公正取引委員会は、業務用冷蔵・冷凍庫、冷蔵ショーケース等の製造販売を行う

フクシマガリレイ株式会社（本社：大阪市）が、下請法第４条第１項第３号（下請

代金の減額の禁止）及び第２項第３号（不当な経済上の利益の提供要請の禁止）の

規定に違反する行為を行っていたとして、令和７年２月１９日、下請法に基づく勧

告を行いました（別紙１）。 

（担当：近畿中国四国事務所下請課） 

 

２ 大阪政労使の意見交換会（地方版政労使会議） 

 
（大阪政労使の意見交換会の様子） 

令和７年２月１７日、大阪府

知事、大阪の労使団体のトップ

級、厚生労働副大臣、近畿中国四

国事務所長等が出席する「大阪

政労使の意見交換会（地方版政

労使会議）」が開催されました。 

 意見交換会では、価格転嫁等

の取引適正化など賃金引上げに

向けた取組について、意見交換

を行い、大阪府域における政労

使の連携による持続的な賃上げ

に向けた機運醸成を図りまし

た。 
 

３ インドネシア事業競争監視委員会との意見交換 

令和６年１２月１７日、インドネシア事業競争監視委員会のアル・アルマンド

副委員長、ヒルマン・プジャナ委員、ムハンマド・レザ委員、ブディ・ジョヨ・

サントソ委員、ワヒュ・ベクティ・アンゴロ第二地域事務所長が近畿中国四国事

務所に来所し、片桐近畿中国四国事務所長らと意見交換を行いました。 

意見交換では、地方事務所の役割や近畿中国四国事務所における事件例等につ

いて意見交換を行いました。 
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４ 独占禁止政策協力委員との懇談会の開催 

公正取引委員会は、競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した

競争政策の運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置し、各地域の有

識者に独占禁止政策協力委員（定員１５０名）を委嘱するとともに、各地域の経

済団体などとの懇談会を開催し、独占禁止法などの運用や競争政策の運営などに

ついて意見及び要望を聴取しています。 

 
（奈良県の独占禁止政策協力委員との懇談会の様子） 

近畿中国四国事務所では、令

和６年１２月から令和７年２月

までの間、福井県、兵庫県、奈良

県に所在する独占禁止政策協力

委員の方々と、中小企業の取引

適正化／優越的地位の濫用規

制・下請法の規制、競争環境の整

備に係る調査・提言、地域経済の

実情と競争政策上の課題等をテ

ーマに、意見交換を行いました。 

（担当：近畿中国四国事務所総務課） 

 

５ 有識者との懇談会の開催 

公正取引委員会は、全国各地において有識者との懇談会を開催し、当委員会の

活動状況等を説明するとともに、各地の有識者と直接意見交換することにより、

それぞれの地域における経済社会の実情に対する認識を深め、的確な法運用に役

立てているところです。 

 
（福井商工会議所での懇談会の様子） 

近畿中国四国事務所では、中

小企業等が労務費、原材料費、エ

ネルギーコストの上昇分を適切

に転嫁することができるように

するための公正取引委員会の取

組を始めとする当委員会の活動

について、令和６年１２月２日、

福井商工会議所（福井市）の方々

と、片桐近畿中国四国事務所長

らが意見交換を行いました。 

（担当：近畿中国四国事務所総務課） 
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６ 学生向け独占禁止法教室の開催 

公正取引委員会は、将来を担う学生に対し、社会人として経済活動に参加する

際に、独占禁止法を遵守するとともに、消費者として厳しい目で商品選択を行う

ことができるよう、独占禁止法の意義と役割を理解してもらうために、中学生、

高校生及び大学生をそれぞれ対象として、職員を講師として派遣し、「独占禁止法

教室」を開催しています。 

 

① 大学生向け独占禁止法教室 

近畿中国四国事務所では、令和６年１２月から令和７年２月までの間、下記

の学校に、片桐近畿中国四国事務所長を派遣し、競争法の目的や学生が将来、経

済活動に参加する際に直面する独占禁止法とのかかわりについて講義する大学生

向け独占禁止法教室を開催しました。 

 
（同志社大学での独占禁止法教室の様子） 

R6.12.9 甲南大学（神戸市） 

R6.12.13 福井県立大学（福井

県永平寺町） 

R7.1.15 同志社大学（京都市） 

 

② 中学生・高校生向け独占禁止法教室 

近畿中国四国事務所では、令和６年１２月から令和７年２月までの間、下記

の学校に、近畿中国四国事務所の若手職員を派遣し、シミュレーションゲーム等

を交えて、市場経済の競争の仕組みや、独占禁止法について説明する高校生向け

独占禁止法教室を開催しました。 

 
（神戸海星女子学院高等学校での独占禁止法教室の様子） 

R6.12.23 常翔啓光学園中学校

（大阪府枚方市） 

R7.1.29 相愛中学校（大阪市） 

R7.2.5 神戸海星女子学院高等

学校（神戸市） 

R7.2.21 夕陽丘中学校（大阪

市） 

R7.3.4 育英西高等学校（奈良

市） 

（担当：近畿中国四国事務所総務課） 
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７ 有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見 

公正取引委員会は、毎年度、全国の主要都市において、主要経済団体、消費者

団体、弁護士会、学識経験者、報道関係者等の有識者と当委員会の委員等との懇

談会を開催することで、各地域の実情や幅広い意見・要望を把握し、独占禁止法

等の運用にいかしているところ、令和７年１月１５日、令和６年度の主な意見を

公表しました（別紙２）。 

また、近畿地区では、令和６年１１月１９日、京都市において懇談会を開催し

たところ、有識者から示された京都地区の主な意見の概要は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 総務課 

    TEL 06-6941-2173  FAX 06-6943-7214 

    kinki_kouhou2173@jftc.go.jp 

【京都地区の主な意見】 

・ 経営幹部と販売担当者では、価格転嫁の必要性についての理解に差があ

る場合があるという声も多い。企業全体で価格転嫁の重要性に関するコン

センサスが図られていないことが原因として考えられる。公正取引委員会

には、価格転 嫁が円滑に進むよう支援を行ってほしい。 

・ 非製造業については、価格転嫁の交渉に時間がかかる場合が多く、ま

た、難航しているようである。小売業や修理業では、値上げすると販売量

や取引量の減少につながるといわれている。公正取引委員会には、今後も

価格転嫁などの政府方針の周知に尽力してもらいたい。具体的には、価格

転嫁に応じない事業者には何らかの指導やペナルティを与えるなど、制度

面から中小企業の価格転嫁を支援してほしい。 

・ 昨今の大幅な賃上げは大手企業が主導する形で進んでいるが、多くの中

小事業者による賃上げは、最低賃金制度への対応や人材の流出を防ぐため

など主に防衛的な理由によるものである。今の日本には、中小企業の賃上

げ財源確保のために価格転嫁を適正に行い、賃金の上昇と物価上昇の好循

環を生み出すことが必要不可欠である。公正取引委員会には、これができ

るような環境の整備を行っていただきたい。 
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近畿中国四国事務所の動き（令和７年） 

 

【報道発表資料】 

番号 報道発表日 報道発表資料名 

1 令和 7年 1月 8 日 同志社大学における「独占禁止法教室」の開催について 

2 令和 7年 1月 22 日 大阪市における「中学生向け独占禁止法教室」の開催について 

3 令和 7年 1月 29 日 神戸市における「高校生向け独占禁止法教室」の開催について 

4 令和 7年 2月 14 日 大阪市における「中学生向け独占禁止法教室」の開催について 

5 令和 7年 2月 19 日 フクシマガリレイ株式会社に対する勧告について 

6 令和 7年 2月 25 日 奈良市における「高校生向け独占禁止法教室」の開催について 

7 令和 7年 2月 26 日 大阪市における「中学生向け独占禁止法教室」の開催について 

8 令和 7年 2月 27 日 
「持続可能な物流の実現に向けて」リーフレット配布及びセミナーの

開催について 

（注）黄色マーカーは、「公取近畿だより」第１５６号（令和７年３月号）に掲載の案件 

 

詳細は、下記ＵＲＬから御参照ください。 

https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/houdou/2025/index.html 
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近畿中国四国事務所からのお知らせ 

 

１ 地方有識者との懇談会の開催について 

公正取引委員会では、各地域の経済界の有

識者と直接意見を交換し、競争政策に対する

理解を得るとともに、それぞれの地域におけ

る経済社会の実情に対する認識を深め、的確

な法運用にいかしていくことを 

目的として、管内の各商工会議 

所・商工会等の経済団体との懇 

談会を開催しております。当該懇談会の開催

についてお気軽にお問い合わせください。 

 

【お問い合わせ先】 

総務課  

電 話：０６－６９４１－２１７３ 

メール： kinki_kouhou2173@jftc.go.jp 

２ 経営指導員研修の開催について 

公正取引委員会は、従来から、全国の商工会議所及

び商工会の皆様の御協力の下、独占禁止法相談ネット

ワークの整備・活用に取り組んでおり、そのための施

策として、経営指導員の方々の独占禁止法や下請法に

関する理解を深めていただくため、経営指導員研修会

への講師派遣、相談事例集やパンフレット等の参考資

料の配布等を鋭意行っているところです。 

つきましては、経営指導員研修会に独占禁止法や下

請法の内容を積極的に取り入れていただきますよう御

協力方よろしくお願い申し上げます。 

【お問い合わせ先】 

経済取引指導官 

電 話：０６－６９４１－２１７４ 

３ 独占禁止法教室の開催について 

公正取引委員会では、当事務所の職員を学校の授業に講師として派遣し、市場経済の仕組みや公正かつ自

由な競争の重要性等について、分かりやすく説明する「独占禁止法教室」を開催しています。お気軽にお問

い合わせください。オンライン授業にも対応します。 

 

※ 授業構成は、学校様の御要望をお伺いした上、決定いたします。 

※ 独占禁止法教室は、学校様の都合に沿うよう、時期、内容及び方法等について調整・検討しますの

で、お気軽にご連絡ください。また、講師謝金・交通費等の経費は、一切必要ありません。 

※ 教育支援のページはこちら→https://www.jftc.go.jp/houdou/kohokatsudo_2/dokkin/index.html 

【お問い合わせ先】 

 総務課   

電 話：０６－６９４１－２１７３ 

メール：kinki_kouhou2173@jftc.go.jp 

４ 官製談合防止法に係る研修会の開催について 

発注担当者等による官製談合防止法（入札談合関与行為等防止法）の違反例が後を絶たないところ、公正

取引委員会は、同法に関する理解を深めていただくため、官公庁、独立行政法人等向けに、研修会への講師

派遣等を行っております。 

研修会等の開催を検討されている官公庁等様におかれましては、お気軽に御連絡ください（オンライン開

催もご相談ください）。よろしければ、貴組織内の職員向け研修の企画部門や、御関連がある地方公共団体、

傘下の出資法人等にも御案内いただければ幸いです。 

【お問い合わせ先】 

 経済取引指導官 

 電話：０６－６９４１－２１７４ 



８ 
 

５ 移動相談会の開催について  

公正取引委員会では、中小事業者のための移動相談会を開

催しております。 

 この移動相談会は、下請事業者を始めとする中小事業者の

方からの要望に応じ、当該中小事業者の方が所在する地域に

当委員会の職員が出張し、独占禁止法の優越的地位の濫用規

制や下請法について基本的な内容を分かりやすく説明すると

ともに、個別に相談受付も行うものです。 

 この移動相談会は、原則３社以上の中小事業者の方からの

申込みにより、当委員会の職員が御相談を承りに伺いますの

で、ぜひ御活用ください。オンライン開催もご相談くださ

い。 

 

【お問い合わせ先】 

●優越的地位の濫用規制・下請法関係 

下請課 

電 話：０６－６９４１－２１７６ 

 

 

６ 講習会への講師派遣について 

公正取引委員会では、独占禁止法等の

違反の未然防止を図るため、各種業界団

体等から要請を受けて講習会等へ講師を

派遣しております。 

講習会等の開催を検討されている業界

団体等におかれましては、お気軽にお問

い合わせください。 

 

【お問い合わせ先】 

●独占禁止法関係 経済取引指導官 

電 話：０６－６９４１－２１７４ 

●下請法関係 下請課 

電 話：０６－６９４１－２１７６ 

●フリーランス法関係 取引課 

（フリーランス担当） 

 電 話：０６－６９４１―２２０６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７ 消費者セミナーへの講師派遣について 

公正取引委員会では、消費者を対象として、事業者が競争を行うことによる消費者のメリットや独占禁止

法の内容等について分かりやすく説明する消費者セミナーへ講師を派遣しております。 

また、御希望により、過大な景品類の提供や不当な表示を規制する景品表示法につきましても、御説明さ

せていただきます。 

消費生活講座や消費者向けの各種研修会・勉強会の企画の際に、テーマの一つとして実施を御検討されて

いる自治体、消費者団体等におかれましては、お気軽にお問い合わせください。オンラインセミナーにも対

応します。 

【お問い合わせ先】 

 取引課  

 電話：０６－６９４１－２１７５ 
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近畿中国四国事務所の窓口 

 

公正取引委員会は、独占禁止法、下請法及びフリーランス法を運用しており、これらの法律に

関する御相談等を随時受け付けております。 

また、地方事務所では、不当な表示等を禁止する「景品表示法」（消費者庁が所管）について

も御相談を受け付けております。 

是非、お気軽に御相談等ください。 

 

《相談・申告等の窓口》 

（相談） 

① 独占禁止法に係る事業者や事業者団体が自ら行うとする具体的   経済取引指導官 

な事業活動についての事前相談 

② 会社の株式所有、事業譲受け等の届出についての相談       経済取引指導官 

③ 優越的地位の濫用についての相談                取引課 

④ フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方につ   取引課 

いての相談 

⑤ 物流特殊指定の考え方についての相談              取引課 

⑥ 大規模小売業告示等の考え方についての相談           取引課 

⑦ 上記①～⑥以外の独占禁止法についての相談           総務課 

⑧ 下請法についての相談                     下請課 

⑨ フリーランス法についての相談                 フリーランス担当 

⑩ 景品表示法についての相談                   取引課 

（申告） 

⑪ 独占禁止法違反被疑事実についての申告             第一審査課 

⑫ 下請法違反被疑事実についての申告               下請課 

⑬ フリーランス法についての申告                 フリーランス担当 

（手続） 

⑭ 持株会社、会社の株式所有、合併・事業譲受け等の届出      経済取引指導官 

⑮ 中小企業等協同組合法の規定に基づく届出            経済取引指導官 

 

 《電話番号》 

総務課       ０６－６９４１－２１７３ 

経済取引指導官   ０６－６９４１－２１７４ 

取引課       ０６－６９４１－２１７５ 

下請課       ０６－６９４１－２１７６ 

フリーランス担当  ０６－６９４１－２２０６ 

第一審査課     ０６－６９４１－２１９３ 

  

※不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 ０１２０－０６０－１１０ 

（公正取引委員会の本局又は地方事務所等につながります） 

 


